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平成24年度第３回武蔵野市都市計画審議会議事録 

日  時 平成25年３月28日（木曜日）午後２時～午後４時10分 

場  所 武蔵野市 総合体育館 大会議室 

出席委員 矢島会長、落合副会長、井口委員、稲垣委員、久坂委員、木﨑委員、小美濃委員、山本ひ

とみ委員、与座委員、本間委員、古屋委員（上野委員代理）、齋藤委員 

出席幹事 堀井都市整備部長、恩田まちづくり推進課長 

傍 聴 者 ２人 

質疑応答者 質疑応答 

会長  これより平成24年度第３回武蔵野市都市計画審議会を開会いたしま

す。 

 日程に入る前に、事務局より報告をお願いいたします。 

事務局  本日はご多忙の中をご出席いただきまして、まことにありがとうござ

います。 

 本日は、松下委員、水庭委員、柳沢委員よりご欠席のご連絡がござい

ました。武蔵野市都市計画審議会条例第６条第２項の規定によりまして

会議が成立しましたことをご報告させていただきます。 

 また、本日、上野委員の代理といたしまして、武蔵野警察署 古屋謙

一交通課長にご出席をいただいております。 

 本日、ご審議いただく案件についてですが、新規の諮問事項といたし

まして、「武蔵野都市計画特定大規模土地利用地区」の決定が１件、継続

審議の諮問事項といたしまして、「武蔵野都市計画高度地区の変更（建築

物の高さの最高限度）」と「武蔵野市用途地区等に関する指定方針及び指

定基準」の２件です。 

 それでは、会長、よろしくお願いいたします。 

会長  本日の案件、いくつかございますが、午後４時ごろを目途に会議を終

了したいと思います。ご協力をお願いしたいと思います。 

 本日は、傍聴の申し込みの方が２人いますが、いかがでございましょ

うか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

会長  それでは、異議なしと認めて、傍聴を許可いたします。暫時休憩いた

します。 

―傍聴者入室― 

会長  会議を再開いたします。 

 １の審議事項、議案第７号 武蔵野都市計画特定大規模土地利用地区

の決定、都市計画の原案のたたき台について、ご説明をお願いし、質疑

応答を行いたいと存じます。 
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 恩田幹事から説明をお願いいたします。 

恩田幹事  それでは、議案第７号 武蔵野都市計画特定大規模土地利用地区の決

定について、ご説明します。 

 まず、資料の確認です。本日机上に、Ａ３の折り畳み資料と理由書を

配布しています。こちらにつきましては、従前に配布しておりました計

画書の中に語句及び面積の訂正がありましたので、本日差しかえさせて

いただきます。またパワーポイントの資料もあわせて配布しています。

よろしいでしょうか。 

 それでは、ご説明に入りたいと思います。 

 まず、資料の７－１をご覧ください。こちらにつきましては、都市計

画法に定められます特別用途地区の指定ということで、特定大規模土地

利用地区を都市計画決定するよう諮問するものでございます。 

 次のページをご確認ください。理由を読み上げます。 

 「武蔵野市都市計画マスタープラン2011」では、今後のまちの活力を

維持・向上し、持続可能な都市を実現するため、現行の土地利用の構成

を維持していくことを示している。その中で大規模な学校及び医療施設

等については、「特定土地利用維持ゾーン」と位置づけ、積極的に現在

の土地利用を維持・保全していくこととしている。 

 これらの大規模な学校及び医療施設は、現行の用途地域が定められる

以前から現在の位置に立地し、武蔵野市における文教都市または地域医

療の拠点として重要な役割を果たしている。また、拠点機能を持ちつつ、

地域においては周辺の住宅地と調和しながら、一定のまとまりのある区

域として緑豊かで落ち着いた環境を形成しており、今後も現在の土地利

用の継続が望まれる。しかし、社会経済状況等の変化による大規模な土

地利用転換により現在の土地利用の維持が困難となることも想定され、

これにより土地利用の構成や市街地環境が大きく変化し、周辺の住環境

に大きな影響を及ぼしかねない状況となることが考えられる。 

 こうしたことから、地域における文教・医療の拠点を維持・保全し、

将来の土地利用転換においては、周辺市街地と調和する適切な誘導を図

るため、武蔵野市吉祥寺東町４丁目、吉祥寺北町３丁目、境５丁目及び

境南１丁目各地内の約39.7haの区域について、特別用途地区として都市

計画決定しようとするものである。 

 これが、今回特別用途地区を指定する理由です。 

 内容の説明に入らせていただきます。 

 スクリーンをご覧ください。名称は、特定大規模土地利用地区です。

区分は３種類を予定しています。 

 １つ目は第一種文教、吉祥女子中学校・高等学校の敷地エリアです。

エリアは学校名、施設名等々でわかりやすいように表示しております。
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現在、こちらの用途地域は第一種低層住居専用地域で、建ぺい率は50％、

容積率は150％です。また、高度地区は第１種で絶対高さ制限の10ｍが

ひかれているところです。周辺は建ぺい率が40％、容積率が80％の一低

層の地域ですので、学校を用途上の建物として認める上で、ほかよりも

緩い規制になっています。そのため、学校として存続する限りにおいて

は、現行の規定通りとなりますが、仮に土地を売却してほかに転用する

場合には、周辺と同じような土地利用をしてもらうことが必要となりま

す。そこで、周辺と同じような土地利用をしてもらうために、次のよう

な一定の枠組みを規定しました。まずは、建物用途が周辺と同じ第一種

低層住居専用地域であること、次に建ぺい率及び容積率も周辺と同じ

40％及び80％であること、また周辺は最低敷地を引いておりますので、

最低敷地が120㎡であることです。 

 次に、成蹊学園及び亜細亜大学のある第二種文教です。こちらの用途

地域は、第一種中高層住居専用地域です。これは、大学あるいは病院等

を建てることが可能な用途地域です。また、建ぺい率は60％で、容積率

は200％です。高度地区は、現在素案を出しております高さ制限におき

まして、23ｍ第２種高度地区と指定しております。こちらにつきまして

も、学校や図書館その他これらに類する用途で土地利用をする際には、

現行と同じ用途制限の枠組みの中で行えます。しかし、仮に土地利用を

転換し違うものに使う場合には、周辺が建ぺい率40％、容積率80％の第

一種低層住居専用地域になっていますので、建物用途は第一種低層で建

築可能な建物に限るということを考えています。また、建物の規模も３

階以下に制限しています。後程詳しくご説明しますが、この特別用途地

区を指定するエリアの中には、民間の住宅も入っています。その中に３

階建ての住宅もありますので、既存不適格建築物が発生しないように３

階以下に制限をかけております。 

 最後に、医療拠点の日赤のエリアです。こちらも先ほどの第二種文教

と同様に、第一種中高層住居専用地域で、建ぺい率は60％、容積率は

200％、また高度地区は、現在の素案では23ｍの高さ制限を考えていま

す。こちらも病院その他それらに類するもので土地利用をする場合に

は、今と同様の用途規制の中で適用されますが、土地利用の転換があり

ますと、周辺と同じような用途制限をうけます。 

 特別用途地区の決定は、法政一中高の土地利用転換の経験をふまえ、

周辺と環境が余りにも激変することに対して何か手だてができないか

ということを考えたことが背景にあります。現在の土地利用が学校ある

いは医療施設であるものについては、拠点施設として武蔵野市に対して

十分な貢献をしていますので、現在の土地利用を認めつつ、それ以外の

利用の際には、理由書にも書いたとおり、周辺と調和のとれるまちづく
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りをしていくことを主眼に置いて、先ほど述べたような制限をかけるも

のであります。 

今回指定する特別用途地区の武蔵野市内での位置につきましては、ご

覧のとおりです。 

次に区域についてご説明致します。 

ます、第一種文教の吉祥女子の区域についてです。現在吉祥女子中

学・高等学校があるエリア全てが対象となります。 

 次に、第二種文教である成蹊学園の区域です。区域の計画線は道路や

工作物等を中心に区切ることが基本的です。しかし、都市計画道路の沿

道に特別用途地域の規制をかけることは難しいということもあります

ので、このような形の区域をしております。周囲が第一種低層住居専用

地域ですので、学校が運営されている際はいいのですが、切り売りして

大型のマンションの建築等がありますと、周囲との環境のバランス等が

崩れるということがおきます。そのため、土地利用の転換を行う際には、

規模的には３階以下、また用途的には、この周辺と同じような用途のも

のでなければ土地利用できないという制限をかけるところです。規模を

３階以下としているのは、当初からこの中高層のエリアの南西の１列及

び南側の一部に民間の住宅地が入っていますので、３階であれば既存不

適格建築物が発生しないと考えているためです。 

 次に同じく第二種文教である亜細亜大学の区域についてご説明いた

します。亜細亜大学も周辺は一低層の用途地域であり、このような形で

区域を定めています。この区域の南と西にも都市計画道路が入っていま

すので、その道路から20ｍのエリアは沿道の用途地域を尊重していく考

えで、区域決定しています。しかし、南側の真ん中の部分については、

現在亜細亜大学がある箇所となりますので、今回の特別用途地区の区域

内へ入れております。この区域内にも、北東と南東、南西の部分に民有

地が入っています。 

 最後に、医療拠点の日赤の区域についてご説明致します。この区域は

現在日赤が運営しているエリア全てとなります。この周辺も一低層の地

域になっていますので、土地利用の転換が起きた際には、大きな環境的

負荷がかかることになります。このため、土地利用の転換を行う際には

制限をかけることになります。 

 特別用途地区の区域内で住宅地が入っている箇所について、写真があ

りますので、ご覧下さい。 

 まず、亜細亜大学の第二種文教地区についてです。ここの民有地があ

るところを、こちらから撮影したものでございます。特別用途の区域内

に、５階建ての分譲マンションが入っています。建築基準法上、規制等

については建築規制条例で定めることになっていますので、現在条例の
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方で並行して検討しています。このような既存不適格建築物について

も、権利はありますので、特例措置を考えているところです。 

 続きまして、北東の住宅地を北から見た写真です。この部分の民有地

は、全て３階以下の土地利用をしています。 

 次に、これは南西の住宅地を西から見た沿道の写真です。この写真に

高い建物があるのが見えると思います。この建物については道路沿道の

建物で、今回の特別用途地区の区域外の建物です。 

 次に、これは南西の住宅地を南から見た写真です。この写真の住宅地

は今回の特別用途地区の区域内に入ります。２階、３階までの住宅地の

土地利用となっています。 

 続きまして、成蹊学園の区域にある民有地についてご説明致します。

これは南西側の住宅地を南側から見た写真です。３階建ての建物があ

り、その後２階建て建物が軒を並べている状況です。 

 続きまして、南西側の住宅地を南側から見た写真です。２階建ての住

宅地です。 

次に、南側の一部民有地の写真もご覧ください。こちらも２階建ての

住宅地となっています。 

 以上が指定する区域に入る民有地です。 

 今回指定する区域の学校法人及び日赤へは、ご説明を行い、一定の理

解を得ている状況です。今後は周辺の方々にも、ご説明を行い、ご理解

をいただく形で進めていきたいと思っています。 

 全体のスケジュールについてご説明致します。本日は原案たたき台と

いう形でご報告致しました。審議された結果をふまえて、原案の公表・

公告・縦覧を行います。その後、案のたたき台として都市計画審議会に

ご報告させていただきます。最終的には高度地区と同じように、来年の

１月を目安に都市計画決定していきたいと考えておりますので、付議に

ついては、12月ぐらいを目途に考えております。 

 以上です。 

会長  ただいまの説明につきまして、審議に入りたいと思います。 

 ご意見、ご質問があれば、委員のどなたからでもお願いいたします。

いかがでしょう。 

 Ａ委員、どうぞ。 

Ａ委員  教えていただきたいんですが、この特定大規模土地というのは、どの

ぐらいを基準にして大規模土地というのか、ご説明いただきたいんです

けれど、今回説明いただいたのは、４カ所のところを言われてたんです

が、大規模土地というのがよくわからないので、例えば都立高校とかは

どういう基準になるのか、今後将来的には、例えば東京都が統廃合とか

ということも全く可能性としてはないわけじゃないかなと思うと、そう
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いうところまで基準に入るのか、その辺のことをご説明いただきたいん

ですが。 

会長  恩田幹事、どうぞ。 

恩田幹事  今回の指定は都市計画マスタープランの土地利用の方針に基づいて

います。都市計画マスタープラン策定時の考え方を整理しますと、目的

の一つに第一種低層住居専用地域の住環境を保全するというのがあり

ます。そのため、今回は周辺が第一種低層住居専用地域であることとし

ています。また、規模は吉祥女子が一番小さくて1.3haです。都立高校

は周囲が中高層の用途地域で囲まれており、都立高校の場所に今と同じ

高さのマンションが建っても影響は少ないため、今回の対象としており

ません。しかし、今回指定を行う成蹊大学等は位置図をご覧になると分

かりますように、周囲が一低層のところに建てられています。本来であ

れば、大学や高校等は第一種中高層の用途地域以上でないと建てられな

いのですが、現行の用途地域が定められる以前から現在の位置に立地に

しており、それらを既存不適格にしないために、用途地域を一中高と定

めております。そこに同じ規制のままマンション等が建築されますと周

辺環境に悪影響を及ぼすおそれがありますので、今回の対象としてして

おります。 

Ａ委員  北高と武蔵については。 

恩田幹事 都立高校以外についてですね。ここに聖徳学園がありますが周辺が一

中高の中高層のエリアですので、建替えを行っても周りへの環境負荷は

少ないと考えています。このように周囲が一中高等の場合には、今回の

大規模の特別用途地区とは違うと考えています。 

Ａ委員  もう一度うかがいます。 

会長  どうぞ、Ａ委員。 

Ａ委員  もう一度確認なんですが、今説明いただいた基準に基づくと、武蔵野

市には４つの場所しかないと。武蔵高校とか武蔵野北高校とかも、今の

説明した基準の中には入らないので、この４つしかないということだと

いうことを、ご説明されたということですか。確認させてください。 

恩田幹事  はい、そうです。 

Ａ委員  わかりました。 

会長  あと、大規模というけども、規模は何ヘクタール以上ということはな

いという理解でいいんですか。 

恩田幹事  規模の大きさだけでは決められないので、明確な基準はありません。

会長  大規模と書いてあるという、名称のつけ方もやや気にはなりますね。

 Ｂ委員。 

Ｂ委員  お伺いしたいんですけれども、民有地を入れている意味はどういう意

味があるんでしょうか。 
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会長  恩田幹事。 

恩田幹事  民有地は現在、学校等と同じ中高層のエリアという扱いを受けて一低

層の地域と接した部分にあります。そのため、この民有地の部分だけを

中高層の部分として残してしまいますと、土地利用の状況によっては、

周囲と比べて規模の大きいものが建つ可能性があります。今回の趣旨

は、周辺の住環境を守るところにありますので、現在の土地利用ではお

そらく敷地の関係でできないとは思うのですが、例えば土地の統廃合や

共同化の可能性もありますので、規模制限をかけます。 

会長  Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員  今の学校と同じ扱いに、今現在なっているから入れているという意味

なんですよね。ありがとうございました。 

会長  Ｃ委員、どうぞ。 

Ｃ委員  ２点伺います。 

 １点目は、今後、学校法人や日赤が一部だけを売却して、民間に売却

する場合に、その民間が同じ用途に使うとは限らないですよね。その場

合は、市としては、その売却は認められないというのか、何か打つ手が

あるのか、それは民民の取引に関して、こういうことをやったからとい

って介入できるという根拠になるのかということをお尋ねします。 

 あと、特定大規模土地利用地区を決定するということで、私もこれは

コトブキのマンションを建てるときとか、法政中高跡地のマンション建

設に関しては、どうしてこうなるのかとかいろいろ悩んでいましたの

で、こういう手もあるのかということは評価したいところなんですけ

ど、突拍子もない話かもしれませんが、例えばお寺とか神社とか、そう

いう一定の面積があって、周辺環境によい影響を与えるところってあり

ますよね。吉祥寺周辺でもあるし、それから境周辺でもあります。それ

は宗教的な施設なので、そこが今後どうなるかというのは、行政によっ

て左右はできないと思うんですけれども、もしそこの、例えば緑とかた

たずまいだとかがなくなると、周辺環境には大きな影響があると思うん

ですけど、そういうことについては検討されたのかどうかうかがいま

す。 

会長  恩田幹事、どうぞ。 

恩田幹事  売却について認められるのかというご質問についてですが、まさにそ

のためにこの制度がございます。先ほどお話ししましたように、大学の

土地を一部売却する際には、学校が建っている時の用途の使用はできず

、規模が３階以下で第一種低層住居専用地域で建築可能な用途の建築物

しか建てられないというような制限がかかります。そのため、買う側は

その条件を十分に納得した上ではないと契約が成立しないということ

になると思います。 
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 次に、神社・仏閣等についてのご質問についてですが、神社・仏閣は、

第一種低層住居専用地域でも建築可能な建物ですので、基本的にはそこ

に対して制限をかけるということは難しいと考えています。 

会長  堀井幹事、どうぞ。 

堀井幹事  ２点目のご質問に、補足をさせていただきます。もともとこれは、学

校や病院等があるために、本来であれば一種低層の土地にすべきところ

を特別な用途に認めている地域を対象に考えたものです。そこで、その

土地が通常の住宅地等へ転換する際に、周辺の環境と一致をさせるとい

うことが、この制度の趣旨となります。そのため、例えば神社・仏閣を

環境上いいから残すということとは違います。それについては別の政策

として考えるべき課題であり、この方策の中では難しいと考えていま

す。 

会長  Ｃ委員、どうぞ。 

委員  どうもご説明ありがとうございます。 

 確認ですけれども、要するにこの学校法人や日赤さんが、一部だけ民

間に売却することは可能だけれども、そのときは制限がかけられている

ので、周辺環境からして突出した高さの建物は建てられない。５階建て

とか７階建てとかのマンションは建てられないと。それによって環境を

守ることが可能であると。ただ、病院や学校法人が経営上一部売却して

いくということに関して、それはもちろん制限はかけないということ

で、よろしいんですね。 

会長  かけられないということですね。 

Ｃ委員  はい、わかりました。 

会長  ほかにいかがでしょうか。Ｄ委員、どうぞ。 

Ｄ委員  今回は、医療系と文教系ということで、枠をかけるということなんで

すけれども、一番最初に問題になった工場だったですかね。コトブキの

工場ですね。あれもやはり周りが住宅地の中で、しかも準工業地域とい

うことで、あんなに大きなマンションが建ったということなんですが、

これは例えば民間の企業、いわゆる学校とか医療関係でないところでも

かけることができるんですか。そこの確認だけ。 

会長  恩田幹事、どうぞ。 

恩田幹事  先ほど堀井幹事が説明しましたように、今回の特別用途地区の指定に

ついては、周辺が一低層のエリアであることに限定しています。都市計

画マスタープランが示す「特定土地利用維持ゾーン」には、準工業の横

河電機も位置づけられていますが、横河電機の周辺は中高層の住宅地で

す。そこで今回は、一低層の周辺環境の保護を念頭に置き、第一弾とし

て医療系と大学関係を対象に定めたいと考えています。今後の土地利用

に対する制度等につきましては、後程示させていただきたいと思いま
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す。 

会長  Ｄ委員、どうぞ。 

Ｄ委員  ありがとうございました。そこがちょっと私、心配で、これで終わり

なのかなと思ったんですね。今、第一弾というお話を伺えたので、第二

弾、第三弾があるんだなと。来る前に都市計画図をずっと見てきたんで

すけれども、一部なんですけれども、その中で緑町３丁目に接している

ＮＴＴが、万が一、あの広大な土地が大規模マンションになったら、周

りが建っていないがゆえに多分環境破壊が起きるだろうなと。恐らく中

央広域は何も建たないでしょうし、市役所も存続するんでしょうけれど

も、現在ＮＴＴの研究所は比較的空地の多い建て方をしていますよね。

だから、住宅地でも余り影響ないと思うんですけども、あそこは緑町３

丁目に北側は全部面してますから、大規模なそれこそ高層マンションな

んか建つと、周りが建っていないがゆえに、これは気がかりだなと思い

まして、今質問をさせていただきました。 

会長  ほかにいかがでしょうか。 

 特にないようでしたら、議案第７号につきましては、今回いろいろ出

していただいた委員のご意見を踏まえた上で、本日はたたき台というこ

とですが、原案を作成していただくということにしたいと思います。 

 やや、先ほどご質問があったけど、大規模という名前になると、集団

とか一塊だとかいう感じなのが多いんですよね。大規模というのがあた

るかどうか、むしろ土地利用転換の意味を強調するのが良いのかという

こともあわせてご検討ください。 

 次回の審議会では、案のたたき台をお持ちいただいて、継続的に審議

していくきたいと思ってございます。 

 よろしゅうございましょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

会長  それでは、続きまして、継続審議の案件に移りますが、議案第１号 武

蔵野都市計画高度地区の変更（建築物の高さの最高限度）について。 

 恩田幹事、お願いします。 

恩田幹事  継続議案でございます、第１号 武蔵野都市計画高度地区の変更（建

築物の高さの最高限度）の原案たたき台についてご説明させていただき

ます。 

 資料のご確認です。お手元に１－１から１－４までの資料及び高度地

区の変更図はありますでしょうか。 

 それでは、ご説明させて頂きます。資料１－１をご覧ください。前回

の都市計画審議会での意見、及びこれに対する事務局の見解、原案への

反映箇所をまとめています。 

 まずは(ア)基本方針に関してです。「①商業活性化の観点から、商業
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地域には高さ制限は導入すべきではない」というご意見を頂きました。

 この意見に対する考え方は次のとおりです。「都市計画マスタープラ

ンの土地利用方針においては、住環境保全の観点からは商業地域以外の

地域に高さ制限を導入すると記述しておりますが、一方景観まちづくり

の方針においては、美しい街並みを形成・維持するために、高さ制限の

導入を検討することもあわせて示しております。また、商業地域におけ

るマンション建築の過度な高層化を予防し、街並みを保全する観点から

も、商業地域においても一定のルールが必要と考えております。そのた

め、街並みの保全の観点から、現行のスカイラインを保全するために高

さ制限を導入することとしておりますが、高さ制限の数値につきまして

は、商業地における経済活動を阻害しない数値といたしたいと考えてお

ります。」 

 原案へ次のように反映を行いました。「三鷹北口の南側の商業地域で、

低層住宅地及び中高層の住宅地が接する細長い赤いエリアをご覧くだ

さい。ここは、三鷹通りの都市計画線から20ｍのエリアで、商業地域で

す。素案の段階では、赤いエリアの東にある茶色のエリアは商業地域の

ため50ｍですが、この赤いエリアについては隣の23ｍの高さ制限をひく

中高層のエリアに対して圧迫感や景観を考慮する観点から30ｍとして

いました。指定されている容積の90％を消化する原則に基づきこの赤い

エリアの北側部分について検討しますと、大体建ぺい率が55％ぐらい

で、35ｍ以上のものの建築が可能になります。この赤いエリア全体が北

側部分と同じ土地利用ですので、このエリアに30ｍの高さ制限をひきま

すと、容積を使い切れない土地がでてきてしまいます。このような土地

利用をふまえ、赤いエリアについては30ｍから40ｍにしたいと考えてい

ます。 

  また、別の考えとしてスカイラインの考え方があります。スクリーン

をご覧ください。先ほど述べたように、ここに幅16ｍの三鷹通りがあり

ます。この三鷹通りの計画線から20ｍのエリアは、建ぺい率600％の商

業地域です。この隣には、商業地域から低層住居を守るように幅約44

ｍの中高層の住居専用地域があります。三鷹通りの東側の商業地域には

50ｍの高度地区の制限がかかりますので、仮に50ｍの建物を道路ぎりぎ

りに建てた際には、斜線制限等を考慮して、道路から4.5ｍ程度離れた

位置に建てることになります。また、中高層の23ｍの高さ制限にかける

エリアをぎりぎり使った際には、同様にこのように西側に寄せて建てる

形になります。この２つの建物の西側のラインを結びますと、このよう

なラインとなります。このラインと先ほどの赤い商業地のエリアの真ん

中を照らし合わせると、約39ｍという高さになります。先ほど述べた土

地利用上も30ｍから40ｍの間で建物が建つということでしたので、ここ
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については、40ｍが整合がとれると考えました。 

このように、土地利用とスカイラインの２点から、素案の段階では30

ｍにしておりました高さ制限を40ｍにいたしました。 

 次に吉祥寺南町の商業地域についてです。この南には一中高のエリ

ア、その南には一低層の住宅地があります。また、さらに南には井の頭

公園があります。素案の段階では、この商業地域の南側の幅20ｍのとこ

ろについては、40ｍの高さ制限をひくことにしていました。しかし、一

体的な商業地域容積600％の土地利用をしていますので、この部分だけ

を40ｍに落とすということは整合性が薄いこと、また都市計画マスター

プランの中にこの地域に対する記述等がないこと、商業地域の一体性の

観点等を踏まえて、50ｍの高さ制限へと変更致しました。つまり、この

幅20ｍのところについては素案での高さ制限を40ｍから、商業地の基本

の考え方である50ｍの高さ制限といたしました。 

 続きまして、２ページをお願いいたします。(イ)特例措置に関して、

「②大規模緩和について、樹木を植えることや商業地域で公共駐輪場を

整備することにより、高さ制限を緩和するという理屈で、近隣住民が理

解を示すのは疑問である。」というご意見がありました。 

 これに対する考え方は次のとおりです。「大規模緩和については、市

街地環境の配慮条件を備えることにより、本市におけるまちづくりの取

り組みのさらなる推進を図りたい。住居系地域においては、これまで本

市では緑化・公開空地等の公共空間の創出に取り組んできており、まち

づくり条例の基準以上に確保することを緩和の条件として提示してい

ます。緑化だけでは高さ制限との関係が明らかではないが、緑化の確保

に加えて、離隔距離も大きく取ることとしており、圧迫感やプライバシ

ーの侵害については低減されると考えています。また、今から述べる下

線部分が今回加えた箇所となりますが、公共駐輪場においては、公開空

地等による市街地環境に配慮された空間の代替と考えていたが、高さ制

限の緩和との整合性が薄いため、大規模緩和の条件の対象からは除外し

ます。」 

 原案へは次のとおり反映を行いました。「緩和条件については素案か

ら変更はありません。しかし、公共駐輪場の整備によって高さ制限の特

例を受ける場合は、計画書の「５市長の許可による特例 （4）公益上

もしくは機能上その他やむを得ないもので、かつ市街地環境の形成に資

すると認められ…」といったところで対応することになります。」 

 次に、「③商業地域における特例措置において、商業業務床とする緩

和条件は50％でも高過ぎる。住宅は認めないと考えているのか」といっ

たご意見に入らさせて頂きます。 

 これに対する考え方は次のとおりです。「商業地域は、商業・業務施
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設の集積を高め、街のにぎわいをつくり出していく地域です。このため、

商業地域においてマンション等が過度に進出し、商業・業務床を侵食し、

商業の維持・発展の阻害とならないよう対処しなければなりません。そ

のため、商業地域内にマンション等が建設される場合には、本市ではま

ちづくり条例等で少なくとも２層分を商業床とするよう開発事業者と

協議を行ってきております。建物の高さを緩和した場合には、その緩和

分を商業用途とする数値で修正します。」 

この考え方を次のとおり原案に反映致しました。「従前より、開発協

議において商業地域で中高層建築を計画する場合には、２層程度を商業

床とするよう開発事業者に求めてきた経緯があります。そのため、今回、

商業地で高度地区の緩和を行う場合には、その緩和分の高さを商業床と

することとし、従前の２層分の商業床と合わせて30％とします。例えば、

建物を50ｍから60ｍに緩和する際には、従前の２層分に、緩和した10

ｍを追加した部分が商業床の対象となります。２層とは約10ｍですの

で、２層分の10ｍと緩和分の10ｍを足して20ｍです。60ｍに対する20

ｍは33％ですので、基本的には30％程度の商業床が確保されると、緩和

の条件として満たすという形で、修正をかけます。」 

 次に④番です。「地区計画であれば、その特性によらず、どんなもの

でも高度地区の制限を読み替えられるのか」というご意見がありまし

た。 

 それに対する考え方としては、「地区計画には周辺よりも厳しい制限

をもつものや、制限を緩くすることで開発を促すものなど、様々な種類

があります。個々の地区計画の趣旨を踏まえ、高度地区の制限値を超え

た制限値を設定できる地区計画は限定します。」ということです。 

原案へは「運用基準において、高さ制限の制限値を超えた制限値を設

定できる地区計画については、限定列挙します。」と反映しています。

これは、運用基準の１ページに挙げております。 

 続きまして、（ウ）の再開発関係の適用除外についてです。 

 「⑤市街地再開発事業において、高さ制限は商業活性化の観点から適

用除外とすべきではないか。」というご意見を頂きました。 

 考え方といたしましては、次のとおりです。「市街地再開発事業を都

市計画事業として施行するためには、都市計画法に基づき事業の種類や

施行区域など「市街地再開発事業に関する都市計画」として定める必要

があります。都市計画法により、都市計画事業として行う市街地再開発

事業は、事業者と役所、行政側で計画条件の調整が行われ、その調整過

程で建築物の高さについて指導、協議されます。市街地再開発事業の施

行区域内では、適用除外と考えています。」 

これを原案へ反映させると、次のとおりになります。「市街地再開発
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事業」の実施にあたっては、「高度利用地区」、「都市再生特別地区」、「特

定地区計画等区域」の区域内であることが都市再開発法に規定されてお

り、これらの区域内においては高度地区を適用除外といたします。この

中の、「都市再生特別地区」は、建築基準法の第６条の２第５項の規定

により、高度地区は適用除外となると定められております。つまり、法

律のほうで既に適用除外であると規定されることになります。次に、「特

定地区計画等区域」については、特例として地区計画内で決定した高さ

に読みかえる規定として、一定の条件を満たした地区計画の中で読みか

えることになります。また、「高度利用地区」については、今回の計画

の中で適用除外という旨を追記しています。」 

 最後に、（エ）特別用途地区についてです。先ほど説明した内容を記

述しておりますが、先ほどの特別用途地区のエリアについては、許可と

いう制度により、高さ制限の規制よりも高いものが建築可能となりま

す。 

 次に資料１－２についてです。こちらは、素案の段階での意見をまと

めています。反映を行ったものについては、下線を引いております。こ

ちらにつきましては、先ほどご説明した中で説明ができていると思いま

すので、後程お読みいただければと思います。 

 素案からの主な変更点は、先ほど言った商業地域の高さ制限の一部を

変更をかけたということです。そのほかとしては、運用基準の中の地区

計画の特例等があげられます。 

 以上です。 

会長  説明ありがとうございました。 

 ただいまの説明内容につきまして審議に入りたいと思います。 

 ご意見、ご質問、どなたかありませんでしょうか。 

 Ｄ委員、どうぞお願いいたします。 

Ｄ委員  それでは、細かいところからかもしれませんけど、資料１－１の基本

方針についての考え方の中あたりに、商業地域におけるマンション建設

の過度な高層化、過度というのがどれぐらいなのかというのが、やっぱ

り表現、それぞれの認識の違いになるのか、100ｍが過度なのか、300

ｍが過度なのか、こういうところってやっぱりわかりづらいなと思って

おりますので、ご説明をお願いしたいと思います。 

 それと、一番重要なのは、この議論の中でも多々出ているんですが、

一番下のところですね、線が引っ張ってある。商業地における経済活動

を阻害しない数値とするという、経済活動を阻害するかしないかとい

う、そのところを誰が線を引くのかというところが非常に難しいところ

じゃないかと思うんですね。商業者からしてみたら、これは経済活動を

阻害しているよと言ったら、それは阻害していることになるのか。それ
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とも市がある意味一定の基準を持っていて、ここまでは阻害と見ないで

しょうというふうに規制をかけていくのかというのを、これは多分一番

ぶつかるところじゃないかと思うんです。この辺、明確にしておかない

と、決めることだけ決めてしまって、商業者の方々が大変ここで困って

しまうおそれがあるので、この辺を少し議論をしっかりしたほうがいい

のかなと思っております。この点についてお考えをお伺いしたいと思い

ます。 

 次に、視察に都市計画審議会で行かせていただきました岐阜市と広島

市は、もともとの市街地再開発事業をきっかけに、駅前がさびれてしま

って、それを何とか復活させようと。にぎわいのあるまちづくりをして

いこうということで始まった市街地再開発事業だと思いますが、その市

街地再開発事業にやはりある程度の採算性というんでしょうか、計画を

するにあたっての最低限の採算性をとるために、あそこでは高層マンシ

ョンというのを取り入れたと。それ以外ではやっぱり道はないのかなと

思ったんですが、先日、やはりある大手デベロッパーの講習会にお伺い

させていただいて、例えば吉祥寺で市街地再開発事業をしたとした場

合、マンション以外で床を整理する、床を売って事業を促させることが

可能性としてあるだろうかという質問をしたんですが、やっぱり吉祥寺

の持っているいろんな要素から考えると、住宅以外にはほとんど考えら

れない。もし考えられるとしたら、どこか大きな本社、会社が、企業の

本社として一棟まるまる入られるなら、これは別かもしれないけども、

そうでない限りは住宅しかないという話があったわけです。 

 そうすると、やはり市街地再開発事業の中で、ある程度、これは市街

地再開発事業はまだないけども、ただ個々に市と協議をするという話に

なって、これはある程度整合性が出てくるのかなとも思うから、質問さ

せていただくんですが、マンションをあまり、何ていうのかな、計画か

ら外さないほうがいいような気がするんですね。というのは、計画自体

が成り立たなくなってしまうかもしれない。その辺の採算性という面で

はどのように考えているか。今、高さだけしか考えていないですけど、

でも高さではなくて、まちを再生するために高さが必要だというときに

は、高さというのはどういうふうに考えていくんだろうか。これは再開

発だけでなくても、総合設計等々でもこれは言えることかもしれませ

ん。 

 これが60ｍではどうしても採算がとれないんだという場面が商業地

域の中で出てきた場合に、果たして、じゃあやらなくていいのかという

話になるのかどうなのかというのは、やっぱりこれは協議をしていかな

ければならないと思うんですね。その点について、３点目。 

 それともう一点が、ここでは触れられていないんですけど、前回の都
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市計画審議会の中で、何でしたっけ、高さ制限をかけてしまって、既存

不適格になってしまった建物に対して、１回は建て替えがきくという、

この中、資料の中にも書いてありましたけれども、ある委員の方から、

そんなに甘くていいのかと。それじゃこの、そもそもこれをつくる意義

があるのかという話があったんですが、その意見についてはどのような

検討をされたかと。 

 以上４点、ちょっとお話を、お答えを願いたいと思います。 

会長  最後の点は少し性格が違うかもしれないんですが、２つに分けてお答

えください。 

恩田幹事  まずは最初の３点についてお答えしたいと思います。質問の内容です

が、１つ目がマンション建設の過度な高層化の過度とはどの程度のもの

を指すのかということ、２つ目は商業活動への阻害しない値に関して、

３つ目は、街を再生する際にマンションを考えていかないと、事業は成

り立たないのではないかという内容だったかと思います。 

 １つ目の過度に関する質問にお答え致します。基本方針の際に、既存

の街並みを念頭に置いて高さ制限をひいていくというお話をさせて頂

きました。現在の商業地域における建物の高さは、大体50ｍ以下に収ま

っております。50ｍ以上の建物は、京王のビル、武蔵境の住友のマンシ

ョン、それから三鷹駅北口の総合設計によって建てられた100ｍ超のツ

インタワーの４棟です。街並みを突出した高さとは、50ｍをひき、許可

で60ｍと数値上あらわしましたので、60ｍ以上のものを指すと考えてい

ます。 

 ２つ目の商業活動の阻害に関するご質問についてです。言葉の選び方

として、確かにそういう懸念はございます。容積は建築基準法上、道路

の幅員等の指定以外で決まることはありますが、考え方としましては、

指定されている容積がありますので、指定された容積の９割以上を消化

できる高さを、商業活動を阻害しない値としています。 

 ３つ目の、まちを再生する上でのマンションの問題についてです。先

ほど言いましたとおり、総合設計あるいは市街地再開発事業について

は、別の制度で容積を割り増し等するため、今回の高度地区の問題はク

リアとなります。しかし、そのためには周辺の市街地環境に合った空地

を設けるといったような手だてが必要となります。それについては、市

と協議することになりますので、その際には、商業地である以上は低層

部については商業業務床というお話をしますけれども、事業採算や保留

床の問題等で中高層部にマンションが入ってくることに対しては、市と

しては否定はできないと思っています。 

 次に４つ目の既存不適格建築物の質問についてお答えいたします。既

存不適格建築物の建替えを１回認めるのは甘いのではないかという話
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でございますが、既に建っておりそこで権利を有している者に対して、

１世代がかわる中においては、今の既存の状況を認めざるを得ないのか

なと思っています。永久に認めることを行いますと、都市計画をひく意

味がないため、次の世代になったときに建てかえる際には、現行の都市

計画上の高度地区の枠の中でやっていただくという考え方を持ってい

ます。そこで、現状の建物の高さ及び枠組みの中で計画をするのであれ

ば、１回に限り許容すると考えています。 

会長  Ｄ委員、どうぞ。 

Ｄ委員  はい、わかりました。 

 本当に心配しているのは、高さ制限をかけてしまったがゆえに、まち

の再生ができなくなってしまうということ、これを私が一番心配してい

るんですね。実際にまだこの間の建設委員会等々でもご報告がありまし

たけれども、準備組合から正式な素案も出ない状況ですので、私も何と

も言いようがありませんけれども、やはり事業をやるにあたっては、そ

こには必ず採算性というのが出てきて、それがなければ事業を一歩踏み

出すことすらできないわけなので、その辺は柔軟に協議をしていただき

たいなと、これは要望するしかないんで、私もひょっとしたらこれが最

後の都計審になるかもしれないんで、要望しておきたいと思います。 

 既存不適格の話については、私もどうなのかなと思っているんです

ね。おっしゃることはよくわかります。おっしゃることもよくわかりま

すけれども、やはりもう少し、もう少し丁寧に協議したほうがいいのか

なという感じもありますので、この点につきましても、今日はご発言さ

れた委員の方がいらっしゃらないのであれなんですが、丁寧にやってい

ただければなと、そんなふうに思います、今日のところは。 

会長  ありがとうございました。 

  １つだけ、同じ問題で。 

 先ほどの、今、Ｄ委員がおっしゃった前段、２つのうちの前段のこと

について、事実関係だけは質問したいんです。 

 ３ページの一番上のほうから、商業地域内にマンション等が建てられ

る場合は、本市では少なくとも２層分を商業床とするように協議をして

いくと書いてありますけれども、これは協議した感じ、実際の感じとい

うのは、比較的スムーズに商業床にしてもらっているという感じなのか

どうかというところを、情報としてお聞きしたい。 

恩田幹事  商業地の中心部であれば、店舗としての床が有効に働くということで

協議にはのってもらえます。商業地から中高層や商業地から近隣商業へ

とかわっていく臨界部のエリアについては、１階のところには入れてい

ただいていますが、２階になりますと厳しくなります。２階部分になり

ますと、全てという形にはなりませんので、ＳＯＨＯや事務所等の住宅
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系のプランニングの中で対応するというようなケースも出てきます。近

隣商業については、沿道商業そのものが厳しい状況にありますので、大

規模の建物であればコンビニ等が入る可能性がありますが、１階から住

宅というようなケースもあります。協議でございますので、事業者サイ

ドの協力がないとできない状況です。 

会長  ２層といっても、実際は無理な場合もあるということですね。 

恩田幹事  はい。 

会長  大変よくわかりました。 

 Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員  基本的なことからお聞きしたいと思うんですが、都市計画マスタープ

ランにおきましては、高さ制限については中高層建物による影響の大き

い地区を対象としているというようなことで、商業地区にはその原則は

導入しないということで、都市計画マスタープランでは言っておるわけ

なんですけれども、今回のことについては、まず、一方、こちらの考え

ですが、一方、景観まちづくりの方針において、美しい街並みって、こ

れはどういうことが一つの定義なのかという。この下にも街並みを保全

するためというようなことが書いてあるんですが、そのために一定のル

ールが高さ制限について必要だということをおっしゃっているんです

が、この街並みというのはどの程度のことをいうのかということを、先

ほどＤ委員もお話しておりましたが、それから高さ制限の数値は、商業

地区における経済活動を阻害しない数値とするということを、この明快

なものは、先ほど説明がありましたけれども、私はまだ納得していない

ということなんですが、この説明をもう一回お願いしたいと思います。

会長  恩田幹事、どうぞ。 

恩田幹事  美しい街並みについて２点考え方があります。 

まず１つ目です。素案でも示しましたが、現在高度地区をひく上で考

えている街並みとは、駅を中心に徐々に低くなっていく現在の街並みそ

のものです。武蔵野市では、吉祥寺を含めて駅を中心に50ｍまでの建物

が建っており、駅から離れるにつれて等高線が下がるような形で容積が

分配されています。例外的に、先ほど言った４棟の物件がありますが、

用途地域を見ても、商業地、次に近隣商業地、それから中高層のエリア

になっており、基本的にはその容積につられるような形で建物が建って

います。そういったことを踏まえて、従前の街並みから突出する高さと

いうところで、60ｍ、50ｍというお話をさせていただきました。これが

我々が想定するスカイライン、街並みです。 

 次に、２つ目の商業活動の問題です。高さの制限をひくにあたりまし

て、土地利用上の容積を使えないということになりますと、本来はある

べき土地利用を使えないことになり、経済活動にも支障をきたすことも
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あります。そこで、例えば容積率が600％のエリアにおいては、その容

積率の90％以上は確保できる高さの値を設定し、商業地域であれば50

ｍという制限であれば、建築棟数の９割以上のものが容積率の90％を消

化できると考えております。数値的なところではこのように考えていま

す。 

会長  Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員  そこ辺りの整合性がわからないんですが、都市マスタープランにおい

ては、商業地域においては原則導入しないということになっておるんで

すけれども、そうすると、こちらにおいては、このスカイラインのイメ

ージだというようなことで、これは導入していくということになるんで

すか。 

会長  恩田幹事、どうぞ。 

恩田幹事  都市計画マスタープランでは、商業地域には、もともと住環境を保全

するようなエリアではないので、原則高さ制限については導入しないと

示しています。 

 しかし、全体の街並みという点においては、突然突出した建物が建ち、

従前からある街並みのスカイラインを崩すことがないように、商業地域

についても、一定の高さの制限は必要です。 

会長  今のは、都市マスタープランというのは商業地域のことは触れてない

ということですかね。 

恩田幹事  触れております。 

会長  触れているんですか。商業地域の高さ等には触れてない。 

恩田幹事  原則、商業地域では導入しないと書いています。 

会長  そうすると、今度導入する根拠というのは、景観が論拠になって、根

拠は違うんですか。 

恩田幹事  はい。 

会長  そういうことですか。 

Ｅ委員  それについては、私の提案ですが、もう少し議論をさせていただきた

いなと思うのですが、お願いしたいと思います。 

Ｃ委員  今、何したい、議論。 

Ｅ委員  議論をして、もう少しこのスカイラインのイメージについては議論を

させていただきたいというふうに思います。 

会長  Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員  経済活動を阻害しないのが90％とおっしゃったんですけど、これを

100％でした計算というのもあるんですか。普通の建てる方は大体、設

計図にすると100％を希望しますよね。そのときに、100％にするとこれ

はどう変わるかというのも、何か計算がしてあるんですか。何か100％

見たほうがよろしいんじゃないかなと思いました。 
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会長  恩田幹事、どうぞ。 

恩田幹事  100％という数字にしますと、今建てられている建物を全て認める形

になりますので、ラインは全くひけない状況になるかと思います。 

会長  Ｃ委員、どうぞ。 

Ｃ委員  では私も何点か質問させていただきます。６月で委員交代になる可能

性もありますので、私もこの高さ制限に関しては、はっきり意見を言わ

せていただきたいと思います。 

 今日その資料をこれまで出た意見をもとに、市で変更する点を検討さ

せていただきました。大枠の私の評価で言うと、この間ずっと議論にな

っている商業地区の高さ制限に関して、それを緩和するという方向で変

更をされるんだなというふうに受けとめたわけなんですけれども、それ

に関しては、私としては、吉祥寺や三鷹ですとか、武蔵野の魅力や景観

の保護、それからまちの価値、総体を考えて、賛成はできません。とい

うことを申し上げておきたい。これは私の意見です。 

 それで、住宅地の高さに関しても、最初のころから、私は15ｍ程度に

してほしいということを言っていましたが、そうではなかった。で、説

明会にも出まして、市民の皆様のご意見を伺っておりました。私は少な

くとも、今回意見で出されている23ｍ高度地区の北側に住宅があるよう

な場合に関しては、もう少し厳しくする必要があるんじゃないかと思い

ます。 

 それから、玉川上水沿いに関しても、23ｍ地区をもう少し引き下げる。

それは武蔵野市の環境にとって、玉川上水沿いは貴重な社会資源でもあ

ると思うんですね。住宅地域に関しては、少なくともその２点は変更し

ていただきたいと思っていますが、いかがでしょうか。 

 それから、大規模敷地の緩和に関しても、この間意見がありまして、

駐輪場などに関しては緩和適用の条件には入れないとなりました。で

は、公共的な用途ということで今後何か考えることがあるのか、私とし

ては大規模緩和に関しても厳しくしていただきたい、これ以上いろいろ

と緩和の条件をつけ加えることには反対ですが、駐輪場を入れないのは

結構です、当然だと思います。駐輪場は駐輪場としてしっかり、その建

物をつくった人に附置義務があるなら、それは自分のお金でやるべきだ

し、それによって緩和すべきでないと思っているんですけれども、ほか

に何か考えていることはもうないんですねと、念を押しておきたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

 それから、これは細かいことでございますが、こちらの資料１－１に

あります、三鷹北口の商業地域で、住宅地に隣接する地域を30ｍとして

いたが、30ｍでは一部容積率を充足できない場合が想定されると書いて

おりますが、これは一部というのはどういうことでしょうか。 
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会長  では、堀井幹事、どうぞ。 

堀井幹事  私のほうからは、１点目のご意見についてお答えしたいと思います。

もっといろんなことに厳しく制限を加えるべきだというような総体的

なご意見と思います。審議会の中においても、有識者の皆さんからさま

ざまなご意見を頂戴する、非常に難しい課題です。要は景観や住みやす

い環境と個人の財産権のバランスの取り方に関する問題です。何に対し

ても制限を行い、所有者の方が本来持つべき財産活用を阻害するような

規制をしていくことは大きな問題になると考えております。一番大事な

ことは、所有者の方にとって社会的に寛容できる規制にすることです。

所有してない方が所有者に対して制限だけ加えていくということは、難

しいと考えています。所有者の方にご理解をいただける範囲での規制に

なると思いますので、さまざまなご意見があるとは思いますが、一定の

バランスのとれた内容になっていると考えています。 

会長  その他の点について、恩田幹事、どうぞ。 

恩田幹事  三鷹の商業地域の一部のお話について、お答え致します。井の頭通り

から玉川上水のけやき橋までに幅20ｍの商業地域があります。この一部

のエリアとは、その商業地域の中の警察署の西隣から北西にかけてのエ

リアです。ここのエリアに対して30ｍの高さ制限をかけますと、容積が

消化できなくなります。 

Ｃ委員  北側というと。 

恩田幹事  こちらですね。ここから井の頭通りの間です。 

Ｃ委員  面的にですか。沿道沿いなんですか。 

恩田幹事  三鷹通り沿いです。この部分は、現状の土地そのものが大きい区画に

なっています。大きい区画になりますと容積を消化していくため、上に

伸びていく可能性があります。 

 駐輪場以外の公共的な施設等については、今のところ想定はしていま

せん。資料１－４の５ページをご覧下さい。５許可による特例の（３）

大規模建築物（商業地域）の中にイ次のいずれかの条件を満たすものと

いう項目があります。この中に「（ア）まちづくり条例の示す基準以上

の公開空地を確保すること、（イ）周囲の外部空間と一体となった、公

開空地に準ずる屋内（アトリウム、吹き抜け等）を整備すること」とい

う記述があります。現時点での事務局の考えでは、このようなものを公

共的な空間と捉えています。別途、大規模特例において、資料１－４の

５ページ（５）その他の特例の中の公共的な貢献度という部分で、駐輪

場を考慮する可能性はあります。 

会長  Ｃ委員、どうぞ。 

Ｃ委員  すみません、言葉の説明を確認したいんですけれども、アトリウムと

か吹き抜けとかというのは、建物の形状として建てる場合もありますよ
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ね。それが、誰でもがそこに出入りをして、いわゆる広場とか居場所的

な機能を持つというようなのが、公共的空間とも言えるかもしれないけ

れども、その例えばマンションなり商業業務ビルなりの考え方としてつ

くるということで、それが果たして公共空間ということで緩和していい

のかというと、そこは私は疑問があります。 

 で、私の言った住宅地周辺の高さの制限に関しては、私の意見を言い

ましたけれども、今回は既存不適格を１世代にわたって、つまり１回は

認めるということで、次の世代にかわる際の不利益というか、というの

は認められていて、そこは、今財産を所有している方に対しては配慮さ

れているものと、私は理解をしております。それ以上、今後どうなるか

ということで意見を言ったので、その辺もぜひ考えていただきたいと思

います。 

 新しい質問を３点しますが、１つは、商業地における経済活動を阻害

しない数値という点が出ました。これは非常に難しい判断だと思いま

す。商業地における経済活動といっても、じゃ誰が経済効果とか、採算

がとれているかとかということを認めるのか、と思いますよね。開発業

者というのは、もうけたいといろいろやるわけです。そうはいったって、

「景観や周辺環境との調和もあるだろう」と、「もうけるのはそこそこ

にしなさいよ、あなたたちにも社会的責任があるでしょう」と言って、

何十年も紛争があったわけですよね。そこに関して経済効果というの

を、誰がどう検証するのか、ここはどう考えていくのかということを伺

いたいと思います。私はやはり商業地においても、高さ制限等を加えて

いかなければ、実のあるまちづくりとはいえないと思っているんです

ね。 

 もう一つの質問は、吉祥寺駅南口の再開発事業に関して予算委員会で

質問をいたしました。これは再開発法に基づくものなので、今回のこと

とは直接は違うと。しかもまだ武蔵野市として正式に、それについて何

か検討しているわけではないと。一部報道で、100ｍ以上のビルを建て

なければという意見もあるという程度の報道を、私ども聞いているとい

うことでございますが、これに関して、武蔵野市は今回高さ制限を商業

地にもかけようとしているけれども、法的には別個のものですけれど

も、関連はある。どう関連するのかということは、都市計画審議会でよ

く議論したいと、先日の予算特別委員会で恩田幹事がおっしゃったの

で、もう一回聞きたいんですが、いかがでしょうか。 

会長  恩田幹事、どうぞ。 

恩田幹事  アトリウムや吹き抜け等の建物内部の空間についてです。こちらは、

公開空地に準ずるという形にしていまして、公開性については、その一

つ一つのプランを見ないと判断できませんが、そのような空間は、にぎ
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わいを創出したり、商業地としての価値を高める要素もありますので、

高さ制限の緩和の対象になると考えています。 

 次に、先ほどから議論をいただいております商業活動についてです。

先ほどから述べておりますとおり、指定されている容積の９割以上を使

える状況というような書き方に変えようかと考えています。それが経済

活動の阻害と同等とは判断できないようであれば、ここの部分について

は修正が必要と考えています。 

 次に、市街地再開発事業についてです。資料１－１（ウ）において、

市街地再開発事業について触れております。市街地再開発事業と高度地

区の関係についてご説明致します。高さ制限では商業地域にも高さの制

限をひき、武蔵野市が持つ従来の街並みの保全を行います。市街地再開

発事業とは、その中においても、商業活動や公共的な事業上、そういっ

た土地利用が必要になる際に出てくる手法であり、事業の重要性が高い

ので案件としては個別のものとして扱われます。また高度利用地区な

ど、別の枠組みの都市計画を指定していくことになります。その際には、

高さの制限はなく容積率の最低限度、最高限度について定めていくこと

となります。 

会長  Ｃ委員。 

Ｃ委員  お話としては伺ったという感じです。アトリウムや吹き抜け等は公開

空地に準ずるものであって、公開空地そのものではないという理解でよ

ろしいですね。だから、何でもかんでも、これは公開空地だとか公共的

な空間であるというふうに認めて制限を緩和していけば、もう何のため

に高さ制限をかけるのかがだんだんわからなくなってくると思うんで

すね。そこに関してはやっぱりしっかりやっていただきたいと、私は注

文をつけたいと思います。 

 商業地における経済活動を阻害しない数値ということに関しては、こ

れそのものの表現を改めるということなんですね。これは結構重要な論

点だと思うんです。開発する人はやっぱりもうけたいわけですよ。再開

発だとやっぱり、今よりも何かしら利益がないとやれないだろうとい

う、そういう考え方は理解できます。じゃ、それと社会的な価値と、ま

ちの値打ちだとか、個々の方の経済的な利益と、どこで線を引くのかと

いう、非常に厳しい判断が迫られてくる問題だと私は思うんですね。 

 ですが、武蔵野市が商業地においても高さ制限をするということに関

しては、やはりこれまでのさまざまな地域での高層マンションでの紛争

ということを考えたら、ぜひやるべきだと。極力緩和しないほうがいい

と私は考えておりますので、これに関しては、よくそのように考えてい

る方とお話をして、選択をしていただきたいと思います。 

 再開発に関しては、確認ですけれども、案件としては今回のことと
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別々だから、一件一件議論するということは、いずれ都市計画審議会で

それは議論するのか、それともそうではなくて、まちづくり条例の、例

えばまちづくり委員会とかで、最終的にはそこで議論することもできる

のか、どうなのでしょうか。 

会長  では、堀井幹事。 

堀井幹事  私の方から最初の質問についてお答え致します。 

  公開空地に準ずるという意味についてご説明致します。一般の方が使

用できるところが公開空地ですので、公開空地に準ずるアトリウムを認

めるということは、一般の方も利用できるようなアトリウムであれば認

めるという意味です。 

 次に商業地の議論についてです。商業地については、委員ご指摘のよ

うに、この審議会を通じても非常にご意見いただいておりますし、また

いろいろな方からご意見をいただいております本当に難しい問題だと

認識をしております。一事業者だけの立場に立てば、商業地に一層が商

業施設で残りは高いマンションの高い建物を建築すれば、事業の採算性

はよくなります。しかし、まち全体の観点から吉祥寺を含めた商業地全

体にそれが広がることについて考える必要があります。そのため、事業

者の方にこのことについてもご理解をいただきながら、バランスのとれ

た制限を加えていくべきだと考えています。 

会長  途中ですが、次にいかないで、まずアトリウムのところだけ片づけた

いんです。何遍も行ったり来たりしているから。 

Ｃ委員  わかります。 

会長  これは私は文章の書き方の問題じゃないかと思っているんです。今か

ら読み上げるのを聞いていただいて、それで合っていれば、もうそこで

議論を終わりにしたいと思っています。いいですか。 

 「周囲の外部空間と一体になった屋内空間で、公開空地と同様に一般

に使用されるもの」と書けばいいんじゃないですか。要は逆になってい

ます。 

堀井幹事  はい。 

会長  だから、アトリウムであって、一般の方が使用可能なものであるんな

らば、それはこの会議としても、同じようなものだからいいじゃないか

と思うわけですが、今のを軸にして、文章を練って書いておけば、それ

で話は終わりだと思うんです。いかがでしょうか。 

堀井幹事  はい。会長からご指摘のあった内容に準じて、文章をかえさせていた

だきます。 

会長  わかりました。 

 次、恩田幹事からお答えを。 

恩田幹事  市街地再開発事業の手続きの件についてお答え致します。現在準備組
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合にて検討段階にある市街地再開発事業が、市に提案された場合の手続

きは次のとおりです。組合がどういった形で関わるかにもよりますが、

基本的な計画そのものが成立しているということを条件にした場合に

は、都市計画上の第一種市街地再開発事業として、エリアの規定をしま

す。次に、そのエリアの容積率の最低限度・最高限度等の都市計画上の

決定をあてはめます。都市計画を決定するということは、都市計画審議

会にお諮りし、そこでその都市計画事業が都市計画上問題がないかとい

った議論を経て、最終的に都市計画法上の市街地再開発事業となりま

す。これを踏まえないと、市街地再開発事業の事業認可を受けられませ

ん。これはあくまでも都市計画事業として事業認可を受けて行う形にな

ります。市街地再開発事業は、基本的に都市計画審議会のほうで議論さ

れていく形になります。 

会長  Ｃ委員、どうぞ。 

Ｃ委員  ご説明ありがとうございました。会長のほうから、具体的な変更案を

出していただきまして、ありがとうございます。 

 先ほど堀井さんがおっしゃっていた、商業地域における高さ制限の導

入についての考え方ですけれども、なかなか大変だとは思うんですけれ

ども、やっぱり大きな団体だったり大きな業界が相手だと、いろいろご

苦労もあると思うんですけれども、やっぱり武蔵野市のまち、吉祥寺の

まちということを考えたら、40年前に井の頭公園の近くに、いくつも壁

のようなマンションができて、当時の市長がいろいろ、水道をとめたり

して大変なことになって、要綱行政がつくられたり、条例ができたりも

しました。それからまた何十年か経って、再度吉祥寺南口をどうやって

いくのかということが、今、問われています。やはり吉祥寺らしい、武

蔵野市のよい価値を残せるように、私も協力していきたいと思いますの

で、ぜひ高さ制限に関しては頑張ってかけていただきたいと思います。

これは私の意見です。 

会長  それは意見ということでもらうことにして。 

 Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員  一部容積率を充足できない場合というのを読むと、これは100％と思

うんですけど、そして商業地における経済活動を阻害しないというと

90％になっちゃうというのが、ちょっと私は理解できないんですけど。

それで高さが成り立たないという。 

会長  何ページのところですか。 

Ｂ委員  １ページです。一部容積の充足できない場合が想定されるためという

と、一般的に、容積率100％で計算したんだなと思うんですね。それで、

商業地における経済活動を阻害しない数値とするとなるときに、容積率

の90％という計算は、計算になるというのがちょっと合わないように思
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うんですけど、やっぱり100％にしないと、これは阻害していることに

なるんじゃないでしょうか。 

会長  先ほどのご意見と同じことですね。 

Ｂ委員  はい。 

会長  容積率ということであるならば、100％で計算すべきではないかとい

うことです。 

 恩田幹事、どうぞ。 

恩田幹事  90％といったのは、住居系の用途地域も含めた全てのエリアを考えた

際に、指定容積率の９割を消化できる高さとしたためです。この考えに

基づいて、この一部のエリアを指定容積率の90％で検討致しますと、30

ｍ以上のものが建つ可能性がありますで、40ｍに致しました。 

Ｂ委員  そのときの充足というのは100％で計算しているんですか。 

恩田幹事  こちらのシミュレーションでは、90パーセントで計算して、34ｍにな

っています。 

Ｂ委員  ただ、一般的に考えると、容積率100％あったら建てる人は100％を希

望すると思うので、100％で何か検討した数値みたいな、何か絵みたい

のがないとまずいんじゃないでしょうか。 

恩田幹事  会長、よろしいでしょうか。 

会長  はい。 

恩田幹事  その部分は、高さ制限の他に日影の規制等の制限も加わってきます。

このためすべての敷地において絶対高さ制限を導入する前の現在の状

況でも指定容積率を100％消化することは不可能となります。日影規制

にかかるぎりぎりの高さを考えますと、約34ｍから36ｍで90％の容積の

消化となります。それ以上、高くしますと日影規制がかかってきますの

で、その床をつくることができない状況となります。斜線制限の条件等

により、100％消化できない敷地がありますので、90％以上としていま

す。 

会長  よろしゅうございますか。Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員  私の100％というのは、その日影規制の全部を入れた場合の100％、そ

ういういろんな数値を入れて100％という意味の100％なんですけど。 

会長  どうぞ。 

恩田幹事  日影規制等の制限が容積を全て充足できるように法的な手だてはさ

れておりません。敷地の条件や日影規制、建て方等によっては、計画上

容積を100％充足することはできない場合もあります。そのため、例え

ば３階建てで建てざるを得ないとか、容積は500％あるがそこまで使い

切れないといった計画地もあります。このようなことを含めて９割とい

たしました。 

会長  今のＢ委員のご質問は、この特定の三鷹駅北口とか、吉祥寺駅南口の
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話をしているんですか。それとも全体の考え方として。 

Ｂ委員  全体の考え方を統一したほうがいいかと思ったんです。 

会長  今、２人の議論がずれているのは、恩田幹事がお答えになっているの

は、容積率というのは、容積率以外の要素によって、例えば100％と指

定されていても９割しか使えないということがあり得るというふうに

おっしゃっている。それは特定の地域のことを想定して言っているんで

すよね。だから、そこら辺、話がずれている。 

Ｂ委員  ですので、指定容積の90％をプランニングにすると経済活動を阻害し

ないという考え方を、それとイコールにするのがおかしいんじゃないん

ですか。普通の考えでは。 

会長  これは一般論でおっしゃっている。それはさっき恩田幹事の説明の中

で、経済活動を阻害しない数値というのは何なのかというのをはっきり

書いてこなかったから、それを90というふうに書き改めたいとおっしゃ

ったことに対しての疑問なんですよ。この北口とか南口の話じゃない。

だから、北口と南口の話はこれで恐らく問題ないと。一般論として90

だろうと言われると、それは困るんじゃないかな。 

Ｂ委員  そうすると理解ができないということです。 

会長  そういうことですね。それは当然、容積としてはまず100だろうと思

うんですね。それは考え方として100を使えとおっしゃっているんだと

いうふうに理解したらいかがですか。90と書かれちゃうと、今度は90

の根拠がよくわからない。今のような平均の歩どまり率、歩どまり率と

いう言葉はやや業界語なので、そういう話になってしまう。90というの

は使いにくい形ですね。 

恩田幹事  わかりました。 

会長  もしこの阻害しない数値という考え方を使って、かつ、これを具体化

しようとするなら、容積との関係では90という話はしにくいと、私も思

います。別の要因にして下がっちゃうということは別にして、何か90

というふうに正面から書くのはすごく難しいと思います。 

 Ｅ委員、先ほど手を挙げていました。 

Ｅ委員  私もこの100％というふうに思うんですが、今ちょっと理解させてい

ただきました。そんなことで、なるべくこれでひとつお願いしたいなと

思うのと、そして先ほどのにちょっと戻るんですが、今、Ｃ委員からも

いろいろお話があったんですけれども、とにかく都市マスタープランに

は規制緩和をしておいて、そしてまたこの景観については規制緩和をす

るというのは、ちょっとこういう矛盾している状態があるというような

ことをなんで、Ｃ委員は規制をすべきだという、先ほどの意見だという

ようなことでありますが、私は商業の活性化等々に、ことから発言させ

ていただきますと、やはり規制緩和はしてもらいたいというふうに思っ
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ております。 

 したがいまして、先ほども申し上げましたけれども、この規制したこ

の美しい街並みのいろんな考え方があるでしょうけれども、これについ

ては再度議論をお願いしたいと思います。 

会長  わかりました。 

 この街並みという言葉がやや、少しミスリードかもしれないね。やっ

ぱりスカイラインなんですね、ここで言っているのはね。駅を中心にし

て一番高い建物があって、それがだんだんこう下がってくるというスカ

イライン論だと思いますが、スカイライン論で本当に商業を規制してい

いのかという疑問があると思っているというご意見だったと思ってお

ります。 

 本市は街並みという言葉、スカイラインイコール街並みと言って大丈

夫かなという感じはちょっとするよね。さっきの図面を見せていただく

と、明らかにこれスカイラインの議論だよね。こういうライン、遠くか

ら見たときの街並みというか、それの絵だと思っていますから、スカイ

ラインという言葉にしておいていただいて、あとはその是非を示して、

事務局としてお考えになるということですね。 

 ほかにはいかがでしょうか。Ａ委員、どうぞ。 

Ａ委員  私は質問ということではなく、都市計画審議会で各委員がこのことに

ついてどう考えるかという、意見を出すということを大事だと思います

ので、私もこの高さ制限につきましては、商業地に高さ制限をかけるべ

きだというように思っております。 

 それから、住宅地につきましても、法政の問題も含めて、この間、い

くつかのマンション計画の中で、近隣住民の方たちの高さに対するご意

見もありました。そういう意味でも、示された数値がこれで住宅地でい

いのかどうかということについても、私は、もう個人的にはもう少し規

制を強めるべきではないかというように思っております。ただ、ここで

皆さんでいろいろ議論しながら決定していくことだというように思い

ますので、議論していただきながら最終的に決めていくということが、

大事だというように思っています。 

 商業地における経済活動というのは、その建物の高さだけではなく

て、例えば低層である商業の中での魅力だとか、それから市のいろいろ

な商業地の援助なども含めて、総合的なところで、武蔵野の商業の活性

化というのが図られていくというように思いますので、高さだけのこと

で全て商業地の活性化ということの議論にはならないんじゃないかな

というように、私は思っております。 

会長  ほかはいかがでしょうか。 

 大分この件、議論していますが、まだまだいろいろ議論が出そうです
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ね。 

 これはまだ継続的に議論するものでしょうか。 

恩田幹事  そうです、はい。 

会長  ということのようでございますから、今日ぜひ言っておきたいことが

まだあるという方はご発言いただいて、この次に、継続的に議論しても

らいたいと思っていますが。 

 私、１点だけ話します。先ほどの質問の続きをしてもよろしいですか。

 ３ページ目の頭にあるんですが、「本市では少なくとも２層分の商業

床とするよう開発商業者と協議をしている」について、実態はどうかと

聞いたら、それは場所によるので、都市部だったら大体協議はのれるけ

ど、周辺は２層分の商業床といってもなかなかつらいところがあるとい

うのが実態なんだと伺ったわけですが、もしそうだとすると、そこを２

倍にして、さらに建物の高さを緩和した場合は、その緩和の商業地域に

しろといっても、なかなかそれはますます協議が難しい方向にいくこと

になるんで、そこは本当にこれで実態的にうまくいくだろうかという疑

問が僕はあるんです。そういう意味では、少し実態をまた調査いただい

て、実態に合ったようなことをお考えにならないと、協議ベースでいく

んだと。強制的にやるなら、協議ベースでいくんだとすると、なかなか

難しいことじゃないかと思っていますので、そこら辺をもう一度ご議論

いただきたいと思っております。これは私の意見を申しておきます。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

Ｆ委員  １つお願いがあるんですけれども、先ほどの商業地域の高さ制限を設

ける、設けないと意見が分かれているんですけど、設けた場合は、設け

なかった場合はどうなるのか、設けた場合はどうなるのかというのを、

もう少し比較して見られるような資料をつくっていただけると、議論が

もう少し深まるんじゃないかなと思うんです。それぞれ持っているイメ

ージが何か違うような気がするので、それをお願いをしたいんです。 

会長  いかがでしょうか。 

Ｇ委員  今のＦ委員と同じなんですが、これは今、ずっと平行線で来ているか

ら、どこかで結論を出さなきゃいけないんだけど、今日はいろいろな問

題等、そんなような感じがしますよね。ですからもう一度やってもらっ

たほうが。 

会長  わかりました。それでは、Ｆ委員からの提案があって、Ｇ委員から同

様の趣旨のご発言があったと。次にそのような趣旨でもう一度、ここの

ところの議論は考えることにしたいと思います。 

 それでは、ほかにこの件についてご意見がないようでしたら、次に進

ませていただきますが。 

 どうぞ。 
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恩田幹事  ご確認させて頂きます。原案のたたき台ということで、ご説明させて

頂いております。次の段階では、今日の意見を踏まえて、原案を公告し、

市民の皆様のご意見を聞くという機会に移ります。市民の意見をいただ

いた後、案のたたき台を都市計画審議会にご報告致します。その際にＦ

委員の資料やこれまでの議論の内容を整理してご提示し、また議論いた

だくという形でよろしいですか。 

会長  そのようにしてよろしゅうございますか。 

 それで結構でございます。 

 それでは、継続審議ということで区切らせていただきまして、継続審

議事項の議案第６号 武蔵野市用途地域等に関する指定方針及び指定

基準、これの指定方針及び指定基準の修正案で説明をしていただき、質

疑応答を行いたいと思います。 

 恩田幹事、説明をお願いします。 

恩田幹事  それでは、議案第６号 用途指定等に関する指定方針及び指定基準の

修正のご報告をさせていただきます。 

 前回の都市計画審議会での議論の整理と、今回の修正にあたっての考

え方をお示し致します。 

 スクリーンをご覧ください。前回、用途地域の決定権が都から市に移

譲されるということがございまして、市の「用途地域等の指定方針及び

指定基準」を用意しておきたいというようなお話をさせていただきまし

た。その際に、市が土地利用等に関し、今後対応すべき方向があるなら

ばそれを示して、都の指定方針、基準を改良すべきではないかといった

ご意見をいただいたところです。 

 その辺を整理させていただきます。今後予定される取り組みは、高度

地区の変更、特別用途地区の指定、西久保のエリアの準工業地域の見直

しです。西久保エリアの現状は工業地域というよりは住宅系になってい

ますので、対応が必要になってくると考えております。これらの具体的

な見直しの事項や市の独自性を「指定方針及び指定基準」の中であらわ

していきたいと考えております。一方で、従前の東京都の指定方針・指

定基準があります。東京都の指定基準については、妥当性があり、今ま

でやってきた経緯があります。今回の市の基準の作成については時間的

な制約もありますし、東京都の指定方針の基準を準用する部分も、大半

の部分を占めているというところがございます。この２つをあわせて、

今回の用途地域に関する「指定方針の基準」の全体を整えていきたいと

考えています。 

 これが前回の議論を整理させていただいて、今回の修正に至った経緯

です。 

 都市計画マスタープランにおける土地利用の方針に沿って取り組ん
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でいくために「指定方針及び指定基準」に今後の取り組みに対する大ま

かな考え方を示しています。平成25年度中には、高さ制限及び特別用途

地区等について盛り込んだものとして作成します。 

 また、その次の段階としては、横河電機等の大規模の企業地における、

土地利用転換に関する特別用途地区的なものが必要だと考えています。

駅前の商業地においても、商業を活性化する意味で、商業を誘導するよ

うな特別用途地区ができないかとも考えています。また、先ほど言いま

したように、西久保地区は準工業地域であるがために、住居系よりも緩

和されている土地利用になっています。現在は住宅ができ密集地域にな

ってしまっていますので、用途変更も含めて、考えていくべきだと考え

ております。この辺の流れを今回の「指定方針及び指定基準」の中で盛

り込んでいったというところでございます。 

 具体的な内容については、資料の６－２をご覧ください。「指定方針

及び指定基準」の中で、下線を引いた部分が前回から変更をかけている

ところです。 

 例を挙げます。１ページをご覧ください。これは用途地域に関する事

項です。大きな変更ではないのですが、全体の説明文の中で、ここで示

す必要がないところについては削除しています。 

 ２ページをご覧ください。ここは、住工混在地で、先ほど言った西久

保地区について掲げております。 

 ４ページです。特別用途地区の方向性、方針を示しているところを下

線でひいております。特別工業地区につきましては、指定基準において

内容的には全て載せておりますので、高度地区の考え方そのものだけを

ここに記述しております。 

 ５、６ページについては、用途地域等の見直しを示しています。状況

に応じて、適時に適切に用途地域の見直しを行い、一斉の見直しは行わ

ない旨について書いております。 

 ８ページ以降の指定基準については、前回お示ししましたように、武

蔵野市で使える汎用性のあるものだけを、東京都の基準のほうから抜き

取って記述しております。 

 29ページ以降につきましては、先ほど示した今後の方向性を踏まえ

て、今後指定基準として対応をしていきたいことについて書き加えさせ

て頂きました。加えた部分は下線を引いてあります。 

 こちらについては、本日修正案としてご提出させていただきましたの

で、今後もご議論いただければよろしいかなと思っております。 

会長  説明は以上ですね。 

 これについては、ご意見、ご質問はいかがでございましょうか。 

 どうぞ。 
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Ｅ委員  これはもう前にやって、修正を出したんですから、私はこれでいいん

じゃないかと思います。 

会長  これについては、前回どういうことにしたんでしたっけ。Ｈ委員と相

談をして、少し具体的に書き改めたらどうかということだったですね。

その辺の感じをもう少し追加でご説明をお願いします。 

恩田幹事  Ｈ委員から前回ご指摘を受けたところもありますし、会長から、委員

とよく協議してというお話でしたので、Ｈ委員とはこの件及び高度地区

の件について４回協議をさせていただきました。協議の結果、概ねこの

方向でいいだろうという承諾はいただいているところです。 

会長  そういう状況のようですが、いかがでしょうか。 

 この用途地域のほうは、今のこのスライドで映っている、これから市

がやろうとしていることが、方針として織り込まれているというところ

が、ある意味では一番大きな変更点だと思っていいですか。 

恩田幹事  はい。 

会長  この指定基準のほうについては、前回示したものとほとんど大きく変

わっていないと見ていいんですか。 

恩田幹事  この表のほうはそうです。 

会長  表のほうはそうだね。 

恩田幹事  ご指摘いただきました「新しい駅」等の表現については、削除してお

ります。 

Ｅ委員  １つだけ質問いいですか。 

会長  どうぞ。 

Ｅ委員  特別用途地区につきまして、生活経済課産業振興計画というのを今や

っているようですけれども、これとの調整はこれからですか。これは大

体終わったんですか。 

会長  どうぞ、恩田幹事。 

恩田幹事  産業振興計画につきましては、平成25年度中での策定と聞いておりま

す。確定している状況を担当課のほうと調整しながら、この特別用途地

区等についても検討していきたいと思います。 

会長  ほかにいかがでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

会長  ご質問はないですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

会長  ほかに意見がないようでしたら、議案第６号につきましては、次回の

都市計画審議会で継続審議ということにするということにしましょう

か。それとも、今回これで了承ということでよろしいですか。 

 どうぞ。 

Ｇ委員  前回も協議して、今日もまたそういうことで修正案ということで出し
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たんですから、私はこれでいいんじゃないかと思います。 

会長  今のＧ委員の意見で、意見の方向ということで、ご異議ございません

でしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

会長  それでは、本審議会としては、この原案に同意するということで、承

認ということにいたしたいと思います。 

 本日の審議事項は、これで全て終了ということでございます。 

それでは、これにて平成24年度第３回都市計画審議会を閉会いたしま

す。 

 【閉会】 


